
居住環境基準の確認方法

※　76条の許可は条件付きで行われることがあり、その内容によっては我孫子市の居住環境のただし書きである「都市計画事業に適合するもの
又は支障を及ぼすおそれがないものとして長期にわたる立地について許可等を得ている場合」に該当しないため、注意が必要である。

次のいずれかに該当する

・土地区画整理法第76条の許可（※）を受けている
・土地区画整理法第98条の仮換地が指定されており、同法第99条第2項の通知がされ
ている（同法99条による使用又は収益をすることができる宅地）

土地区画整理法の換地処分の公告がなされている

計画されている住宅は、
①都市計画施設の都市計画決定区域内
②土地区画整理事業区域内

適 合建 築 住 宅 課 に 確 認

①

①、②以外

②
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Yes
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